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諮問第１３号参考資料 

１ 

審査請求に係る審査庁である市の見解 

 

１．本 件 処 分 の 内 容  平成２７年１０月分の下水道使用料督促処分 

 

２．審査請求の要旨に対する審査庁である市の見解 

審査請求の要旨 審査庁である市の見解 

「実費徴収が原則である督

促手数料について、これを徴収

しないこととした青森市下水

道条例改正が誤りであること、

過てる青森市下水道条例を根

拠にした、本件審査請求に係る

処分は違法であり、取り消され

るべきであること、青森市下水

道条例を改正し、督促手数料を

徴収すべきであること、本件督

促状では下水道使用料を完納

しているか否かの確認をして

いないこと、指定納期限を記載

していない本件処分は無効で

ある」との主張について 

 

処分庁である企業局長からの弁明書によれば、「審査請求人にかかる本件

督促状による処分は、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則を含め、

関係法令等に基づき行った処分であり、違法・不当なものではない」と弁

明していることから、本件処分に至る手続及びその根拠となる関係法令を

確認した。 

まず、下水道使用料の督促に関する事務についてであるが、青森市事務

の委任及び補助執行に関する規則第６条の規定に基づいて企業局長に事務

を委任しており、企業局長が本件処分の正当な処分権限を有する者である

ことは明らかであるものと考える。 

次に、本件処分に関する事務についてであるが、青森市下水道条例第３

０条の２第１項及び第２項の規定によれば、納期限を過ぎても使用料を完

納しない者があるときは、納期限後２０日以内に督促状を発行しなければ

ならないとされており、また、その発行の日から１５日以内において納付

すべき期限を指定しなければならないとされており、これらの規定のとお

り行われていることを確認した。 

次に、「本件督促状では下水道使用料を完納しているか否かの確認をして

いない」との主張についてであるが、処分庁である企業局長からの弁明書

によれば、「納入通知書に記載した下水道使用料が完納されなかったため、

収納が確認されていない旨等を記載した下水道使用料督促状を送付した」

旨を弁明している。本件督促状の「あなたの水道料金等（本書記載）の収

納が確認されておりません」と記載されている部分は、確かに当該下水道

使用料が納められていることが確認されていないこと、即ち完納されてい

ないこととして理解できることから、審査請求人が主張する「下水道使用

料を完納しているか否かの確認をしていない」とは捉えられないものと考

える。（なお、審査請求人の下水道使用料が完納されていないことは、審査

庁においても処分庁が保存している督促状発行に係る関係書類をもって確

認した。） 

次に、「指定納期限を記載していない本件処分は無効である」との主張に

ついてであるが、処分庁である企業局長からの弁明書によれば、「下水道使

用料督促状（平成２７年１０月分）を納入期限を平成２７年１２月７日と

して送付した」旨を弁明している。本件督促状の「督促状」と記載されて

いる部分には「指定納期限（裏面の納入期限の日）までに左記の納入場所

でお支払いください」と記載されており、その裏面には確かに平成２７年
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２ 

１２月７日を納入期限とする記載がされている。 

したがって、本件処分は、関係法令を遵守して適正に行われており、違

法・不当であるということはいえないものと考える。 

また、審査請求人は、審査請求書及び本件審査請求に関する口頭意見陳

述の中で種々の主張を行っているが、これらの主張はいずれも審査庁が審

査すべき事項に当たらず、審査請求人の主張は採用することができないも

のと考える。 

 

３．結論 

 上記２のとおり、本件処分について、審査請求人の主張する違法性は認められないものと考える。 


